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令和元年８月砺波広域圏事務組合議会定例会会議録 

１ 議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 議案第１７号から議案第２０号まで、令和元年度砺波広域圏事務組合

一般会計補正予算（第２号）外３件、並びに認定第１号及び認定第２

号、平成３０年度砺波広域圏事務組合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて外１件について（提案理由説明、監査委員の報告） 

日程第４ 一般質問、質疑、委員会付託について 

日程第５ 議案第１７号から議案第２０号まで、令和元年度砺波広域圏事務組合

一般会計補正予算（第２号）外３件、並びに認定第１号及び認定第２

号、平成３０年度砺波広域圏事務組合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて外１件について（委員長報告、質疑、討論、採決） 

  日程第６ 閉会中の継続審査について 

 

１ 本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 

 

１ 開議及び閉議の日時 

   令和元年８月２６日 午後２時３１分 

   令和元年８月２６日 午後４時０３分 

 

１ 出席議員（１２名） 

   １番 山本 善郎   ２番 島崎 清孝   ３番 川岸  勇 

   ４番 長井久美子   ５番 榊  祐人   ６番 蓮沼 晃一 

   ７番 今藤 久之   ８番 向川 静孝   ９番 山田  勉 

  １０番 稲垣  修  １１番 片岸  博  １２番 山森 文夫 
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１ 欠席議員  なし 

 

１ 説明のため議場に出席した者の職、氏名 

  管 理 者   夏野  修   副 管 理 者   田中 幹夫 

  監 査 委 員   山﨑 昭夫   会 計 管 理 者   南  佳子 

  事 務 局 長   田嶋 和樹   水 道 事 業 所 長   梅原  学  

総 務 課 長   中谷 芳浩   クリーンセンターとなみ所長（兼）田嶋 和樹 

南砺リサイクルセンター所長   堀川 茂治   水 道 事 業 所 業 務 課 長   川島 志朗   

水 道 事 業 所 工 務 課 長 (兼)川島 志朗  

     

１ 職務のため議場に出席した事務局職員 

   総務課主幹庶務係長  金子 幸弘   総務課企画係長   櫻井 義雄 

 

１ 会議の経過 

   午後 ２時３１分 開会 

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  た だ い ま の 出 席 議 員 は 、 １ ２ 名 で あ り ま

す 。  

 定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 こ れ よ り 令 和 元 年 ８ 月 砺

波 広 域 圏 事 務 組 合 議 会 定 例 会 を 開 会 し 、 た だ ち に 本 日 の 会

議 を 開 き ま す 。  

 初 め に 、 報 告 事 項 を 申 し 上 げ ま す 。 お 手 元 に 配 付 の と お

り 監 査 委 員 か ら 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に

よ り 実 施 し ま し た 例 月 出 納 検 査 及 び 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の

健 全 化 に 関 す る 法 律 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た

資 金 不 足 比 率 の 審 査 の 報 告 を そ れ ぞ れ 受 け て お り ま す の で 、
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皆 様 方 に は 、 ご 確 認 を お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 次 に 議 案 番 号 に つ い て で あ り ま す が 、 先 の ７ 月 臨 時 会 に

お い て 議 案 番 号 の 重 複 が あ り ま し た の で 、 議 長 の 議 事 整 理

権 に 基 づ き 訂 正 し た こ と を ご 報 告 さ せ て い た だ き ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  こ れ よ り 、 本 日 の 日 程 に 入 り ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  日 程 第 １  会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 を 行 い

ま す 。  

  会 議 録 署 名 議 員 は 、 会 議 規 則 第 １ １ ６ 条 の 規 定 に よ り 、

議 長 に お い て  

４ 番  長 井  久 美 子  君  

  ５ 番  榊   祐 人   君  

を 指 名 い た し ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  次 に 、 日 程 第 ２  会 期 の 決 定 に つ い て を

議 題 と い た し ま す 。  

  お 諮 り い た し ま す 。 本 定 例 会 の 会 期 は 、 本 日 １ 日 と い た

し た い と 存 じ ま す 。  

  こ れ に ご 異 議 ご ざ い ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  ご 異 議 な し と 認 め ま す 。 よ っ て 、 会 期 は

本 日 １ 日 と 決 定 い た し ま し た 。  

 

 次 に 、 日 程 第 ３  議 案 第 １ ７ 号 か ら 議 案 第 ２ ０ 号 ま で 、

令 和 元 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２

号 ） 外 ３ 件 、 並 び に 認 定 第 １ 号 か ら 認 定 第 ２ 号 ま で 、 平 成
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３ ０ 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に

つ い て 外 １ 件 に つ い て を 議 題 と い た し ま す 。  

  提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。  

   管 理 者  夏 野  修  君 。  

  〔 管 理 者  夏 野  修  君  登 壇 〕  

 

○ 管 理 者 （ 夏 野 君 ）  本 日 、 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 議 会 ８ 月 定

例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 各 位 に は 、 ご 出 席 を

い た だ き 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

初 め に 、 提 出 い た し て お り ま す 平 成 ３ ０ 年 度 の 一 般 会 計

及 び 水 道 事 業 会 計 の 決 算 の 概 要 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 度 一 般 会 計 決 算 に つ き ま し て は 、 歳 入 総 額 １

３ 億 １ ５ ６ 万 ３ 千 円 、 歳 出 総 額 １ １ 億 ３ ， １ ０ ４ 万 ４ 千 円

で 、 実 質 収 支 で は 、 １ 億 ７ ， ０ ５ １ 万 ９ 千 円 の 黒 字 決 算 と

な り ま し た 。  

ま た 、 水 道 事 業 会 計 に つ き ま し て は 、 損 益 計 算 に お い て

３ ， ６ ８ ０ 万 円 の 黒 字 決 算 と な り ま し た が 、 引 き 続 き 経 費

の 節 減 に 努 め て ま い り ま す 。  

  次 に 、 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 の 主 な 事 業 の 進 捗 状 況 等 に つ

い て 申 し 上 げ ま す 。  

  初 め に 、 ご み 処 理 全 般 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

ク リ ー ン セ ン タ ー と な み 基 幹 的 設 備 改 良 工 事 に つ き ま し

て は 、 １ ０ 月 に 着 手 し 、 来 年 １ 月 か ら ２ 号 炉 の 本 格 的 な 改

修 に 取 り か か る こ と に な っ て お り ま す 。  

工 事 期 間 中 は 、 片 炉 運 転 と な り 処 理 能 力 が 半 減 す る こ と

か ら 、 可 燃 ご み の 一 部 を 富 山 地 区 広 域 圏 等 に 処 理 委 託 す る

も の で あ り ま す 。  
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ま た 、 最 終 処 分 場 に つ き ま し て は 、 昨 年 度 よ り ク リ ー ン

セ ン タ ー と な み の 焼 却 灰 の 一 部 を 民 間 に 処 理 委 託 す る こ と

に よ っ て 、 延 命 化 を 図 っ て お り ま す が 、 次 期 最 終 処 分 場 に

つ い て は 、 構 成 市 や 関 係 者 と 協 議 し な が ら 、 早 期 に 決 定 で

き る よ う 努 め て ま い り ま す 。  

 次 に 、 ク リ ー ン セ ン タ ー と な み に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 度 の ご み 処 理 状 況 に つ き ま し て は 、 可 燃 ご み

が １ ８ ， １ ６ ４ ト ン と 前 年 度 に 比 較 し て 、 １ ， ３ １ ０ ト ン

減 少 し て お り ま す 。  

今 後 も 、 よ り 一 層 の 減 量 化 や 資 源 化 を 図 っ て ま い り た い

と 考 え て お り ま す 。  

次 に 、 南 砺 リ サ イ ク ル セ ン タ ー に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 度 の ご み 処 理 状 況 に つ き ま し て は 、 可 燃 ご み

が ６ ， ４ １ ５ ト ン と 前 年 度 に 比 較 し て 、 ２ ５ ０ ト ン 減 少 し

て お り ま す 。  

ま た 、 蔵 原 最 終 処 分 場 に つ き ま し て は 、 覆 土 工 事 を 発 注

し た と こ ろ で あ り 、 処 分 場 の 廃 止 に 向 け て 鋭 意 工 事 を 進 め

て ま い り ま す 。  

次 に 、 砺 波 医 療 圏 急 患 セ ン タ ー に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

砺 波 医 師 会 を は じ め と す る 管 内 医 療 関 係 者 等 の 協 力 を 得

て 、 内 科 ・ 小 児 科 の 一 次 救 急 医 療 を 提 供 し て お り ま す が 、

平 成 ３ ０ 年 度 の 受 診 者 数 は 内 科 、 小 児 科 を 合 わ せ て 、 ７ ，

５ ２ ８ 人 と な り 、 イ ン フ ル エ ン ザ の 流 行 等 に よ っ て 前 年 度

よ り ２ ３ ４ 人 増 加 し て お り ま す 。  

ま た 、 １ 診 療 日 当 た り の 受 診 者 数 は 、 内 科 が ７ ． １ 人 、

小 児 科 が １ ０ ． １ 人 と な っ て お り ま す 。  

 今 後 と も 、 砺 波 医 療 圏 の 一 次 救 急 医 療 機 関 と し て の 役 割
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を 担 う と と も に 、 安 心 し て 治 療 が 受 け ら れ る よ う 、 医 療 ス

タ ッ フ の 確 保 や 施 設 の 適 切 な 維 持 管 理 に 努 め て ま い り ま す 。  

次 に 、 ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

本 組 合 が 整 備 し ま し た ケ ー ブ ル テ レ ビ 施 設 に つ き ま し て

は 、 引 き 続 き 、 と な み 衛 星 通 信 テ レ ビ 株 式 会 社 を ４ 月 か ら

５ 年 間 指 定 管 理 者 と し て 指 定 し 、 行 政 情 報 の 発 信 や 施 設 の

維 持 管 理 等 を 行 わ せ て お り ま す が 、 今 後 も 安 定 的 な 運 営 を

継 続 す る た め 指 定 管 理 者 と も 協 力 し 、 接 続 率 の 向 上 に 努 め

て ま い り ま す 。  

ま た 、 災 害 時 等 の 確 実 か つ 安 定 的 な 情 報 伝 達 の 確 保 や 超

高 精 細 度 映 像 、 い わ ゆ る ４ Ｋ ・ ８ Ｋ 放 送 の 視 聴 環 境 を 構 築

す る た め 、 本 年 度 の 総 務 省 の 補 助 事 業 を 活 用 し 、 南 砺 市 五

箇 山 地 域 に お い て 、 伝 送 路 等 の 光 ケ ー ブ ル 化 を 進 め て ま い

り ま す 。  

 次 に 、 水 道 事 業 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

ま ず 、 平 成 ３ ０ 年 度 の 供 給 水 量 に つ き ま し て は 、 日 平 均

が 前 年 度 よ り １ ， ０ １ ８ 立 方 メ ー ト ル 減 の ２ ７ ， ３ ９ ９ 立

方 メ ー ト ル と な り 、 基 準 水 量 ２ ７ ， ０ ０ ０ 立 方 メ ー ト ル に

対 し 、 約 １ ０ １ .５ ％ の 実 績 と な っ た と こ ろ で あ り ま す 。  

 平 成 ３ ０ 年 度 の 経 営 状 況 に つ き ま し て は 、 供 給 収 益 が 減

少 い た し ま し た が 、 維 持 管 理 費 等 の 節 減 に 努 め た 結 果 、 損

益 収 支 で は 、 ３ ， ６ ８ ０ 万 円 の 黒 字 と な り 、 前 年 度 繰 越 利

益 剰 余 金 と そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 を 加 え た 累 積 額

が １ 億 ６ ， ０ ７ ０ 万 ２ 千 円 と な っ た と こ ろ で あ り ま す 。  

な お 、 剰 余 金 の 処 分 に つ い て は 、 資 本 金 へ の 組 入 れ と 減

債 積 立 金 及 び 建 設 改 良 積 立 金 に そ れ ぞ れ 積 み 立 て る 予 定 と

し て お り ま す 。  
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 次 に 、 本 年 ７ 月 末 ま で の 供 給 水 量 に つ き ま し て は 、 前 年

度 と 比 較 し て 、 １ ． ４ ％ の 増 加 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、 本 年 度 の 主 な 工 事 に つ き ま し て は 、 テ レ メ ー タ 子

局 設 備 更 新 工 事 を 発 注 し て お り 、 今 後 と も 、 引 き 続 き 安 全

で 安 心 な 水 道 水 の 安 定 的 な 供 給 に 努 め て ま い り ま す 。  

そ れ で は 、 こ れ よ り 、 本 日 提 出 い た し ま し た 議 案 等 に つ

き ま し て ご 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

ま ず 、 議 案 第 １ ７ 号 に つ き ま し て は 、 令 和 元 年 度 砺 波 広

域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 補 正 予 算 と し て 、 ク リ ー ン セ ン タ ー

と な み ご み ク レ ー ン 更 新 工 事 の 債 務 負 担 行 為 の 限 度 額 等 を

定 め る も の で あ り ま す 。  

次 に 、 議 案 第 １ ８ 号 に つ き ま し て は 、 ご み 処 理 に 係 る 費

用 負 担 の 公 平 化 、 適 正 化 を 図 る た め 、 砺 波 圏 清 掃 セ ン タ ー

の 適 正 処 分 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

次 に 、 議 案 第 １ ９ 号 に つ き ま し て は 、 平 成 ３ ０ 年 度 砺 波

広 域 圏 事 務 組 合 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金 の 処 分 に つ

い て 、 地 方 公 営 企 業 法 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会

の 議 決 を 経 て 処 分 す る も の で あ り ま す 。  

次 に 、 議 案 第 ２ ０ 号 に つ き ま し て は 、 ケ ー ブ ル テ レ ビ 光

ケ ー ブ ル 化 緊 急 対 策 事 業 整 備 工 事 に 係 る 工 事 請 負 契 約 を 締

結 す る た め 、 法 令 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求

め る も の で あ り ま す 。  

次 に 、 認 定 第 １ 号 及 び 認 定 第 ２ 号 に つ き ま し て は 、 平 成

３ ０ 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 及 び 水 道 事 業 会 計 決

算 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 法 令 に 基 づ き 、 監 査 委 員 の 意 見 を 付

し て 議 会 の 認 定 を お 願 い す る も の で あ り ま す 。  

以 上 を も ち ま し て 、 本 日 提 出 い た し ま し た 議 案 の 説 明 と
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い た し ま す 。  

 何 と ぞ 、 ご 審 議 の う え 、 可 決 又 は 認 定 を い た だ き ま す よ

う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  次 に 、 監 査 委 員 か ら 平 成 3 0 年 度 砺 波 広 域

圏 事 務 組 合 一 般 会 計 、 水 道 事 業 会 計 決 算 の 審 査 結 果 報 告 が

ご ざ い ま す 。  

  監 査 委 員  山 﨑  昭 夫  君 。  

   〔 監 査 委 員  山 﨑  昭 夫  君  登 壇 〕  

 

○ 監 査 委 員 （ 山 﨑 君 ）  平 成 ３ ０ 年 度 の 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 、 並 び に 水 道 事 業 会 計 決 算 に つ き ま

し て は 、 去 る ７ 月 ２ ４ 日 に 砺 波 市 役 所 に お い て 審 査 を い た

し ま し た 。  

以 下 、 審 査 の 概 要 に つ い て ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

審 査 の 方 法 に つ き ま し て は 、 そ れ ぞ れ の 決 算 書 が 、 議 会

で 議 決 さ れ た 科 目 毎 に 適 正 に 執 行 、 か つ 表 示 さ れ て い る か

否 か を 確 認 し 、 予 算 額 ・ 収 入 済 額 及 び 支 出 済 額 に つ き ま し

て は 、 予 算 書 及 び 証 拠 書 類 等 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 出 納 日

計 簿 、 収 入 簿 及 び 支 出 簿 等 と 計 数 照 合 を 行 っ て お り ま す 。  

さ ら に 、 一 般 会 計 に つ き ま し て は 、 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別

明 細 書 、 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 の 調 査 を 行 い 、 ま た 、 水 道

事 業 会 計 に つ き ま し て は 、 損 益 計 算 書 等 の 財 務 諸 表 の 調 査

を 行 い 、 い ず れ の 会 計 も 既 に 実 施 し た 例 月 出 納 検 査 の 状 況

を 参 考 に し 、 関 係 職 員 の 説 明 を 聴 取 し な が ら 監 査 を 実 施 し

た の で あ り ま す 。  

最 初 に 、 一 般 会 計 の 状 況 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  
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平 成 ３ ０ 年 度 の 決 算 額 は 、  

歳 入 が 、 １ ３ 億   １ ５ ６ 万 ３ ， ８ １ ３ 円     

歳 出 は 、 １ １ 億 ３ ， １ ０ ４ 万 ４ ， ７ ８ ０ 円 で 、  

差 引 額 は 、 １ 億 ７ ， ０ ５ １ 万 ９ ， ０ ３ ３ 円 と な っ て お り ま

す 。  

歳 入 歳 出 差 引 額 に つ き ま し て は 、 共 通 的 経 費 と 事 業 の 区

分 毎 に 明 確 に 処 理 さ れ て お り ま す 。  

決 算 の 概 要 及 び 審 査 の 結 果 に つ き ま し て は 、 お 手 元 に 配

付 し て あ り ま す 一 般 会 計 決 算 審 査 意 見 書 の と お り で あ り ま

す 。  

一 般 会 計 に つ き ま し て は 、 前 年 度 に 比 べ て 歳 入 で は ２ ．

６ ％ の 増 、 歳 出 で は ４ ． ６ ％ の 増 と な っ た と こ ろ で あ り ま

す 。  

こ れ に つ き ま し て は 、 ケ ー ブ ル テ レ ビ 施 設 整 備 事 業 や わ

ら び 学 園 旧 施 設 解 体 工 事 の 実 施 に よ り 歳 入 、 歳 出 が 増 加 し

た こ と が 主 な 要 因 で あ り ま す 。  

次 に 、 歳 出 の 主 な 増 減 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

総 務 費 で は 、 ク リ ー ン セ ン タ ー と な み 基 幹 的 設 備 改 良 事

業 の 着 手 に 向 け 、 生 活 環 境 影 響 調 査 の 実 施 (２ か 年 目 )や 災

害 時 等 の 確 実 か つ 安 定 的 な 情 報 伝 達 を 確 保 し 、 超 高 精 細 度

映 像 の 構 築 に 資 す る た め 、 国 の ケ ー ブ ル テ レ ビ ネ ッ ト ワ ー

ク 光 化 促 進 事 業 を 活 用 し 、 南 砺 市 平 野 部 の 砺 波 広 域 圏 事 務

組 合 所 有 の 同 軸 ケ ー ブ ル 伝 送 路 の 光 フ ァ イ バ 化 を 行 っ て お

り 、 一 般 管 理 費 に お け る 事 業 費 が 増 額 と な っ て お り ま す 。  

 民 生 費 は 、 皆 増 と な っ て い ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 か ら 新 施 設 を 社 会 福 祉 法 人 「 わ ら び 学

園 」 が 直 接 所 有 し 、 管 理 運 営 す る こ と と な っ た た め 、 旧 施
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設 の 解 体 工 事 を 実 施 し た た め で あ り ま す 。  

衛 生 費 は 、 全 体 的 に 増 額 と な っ て お り ま す 。  

こ の う ち 保 健 衛 生 費 で は 、 「 砺 波 医 療 圏 急 患 セ ン タ ー 」

の 利 用 者 数 が 、 平 成 ２ ９ 年 度 小 児 科 、 内 科 を 合 せ ７ ， ２ ９

４ 人 で あ っ た が 、 平 成 ３ ０ 年 度 は ７ ,５ ２ ８ 人 で 前 年 度 よ り

２ ３ ４ 人 増 加 し て お り 、 こ れ に よ り 、 薬 剤 費 等 が 増 額 と な

り 、 前 年 度 よ り 約 １ ８ ８ 万 ７ 千 円 の 増 額 と な っ た も の で あ

り ま す 。 今 後 と も 医 師 の 確 保 や 救 急 患 者 に 対 応 し た 運 営 に

努 め て い た だ き た い と 思 い ま す 。  

次 に 、 清 掃 事 業 に つ い て は 、 ク リ ー ン セ ン タ ー と な み で

は 、 平 成 ３ ０ 年 度 の ご み 処 理 量 が 、 年 間 ２ ０ ,９ ２ ５ ト ン と 、

前 年 度 に 比 べ ９ ３ ３ ト ン 、 率 に し て 、 ４ ． ３ ％ 減 少 し て お

り ま す 。  

ま た 、 南 砺 リ サ イ ク ル セ ン タ ー に お い て も 、 年 間 ７ ,１ ４

４ ト ン と 、 前 年 度 に 比 べ ２ ４ ０ ト ン 、 率 に し て ３ ． ３ ％ 減

少 し て お り 、 両 施 設 を 合 計 す る と 前 年 度 に 比 べ 、 １ ， １ ７

３ ト ン 、 率 に し て ４ ％ 減 少 し て お り ま す 。  

当 事 務 組 合 に お い て 、 平 成 ２ ５ 年 度 に 、 向 こ う １ ５ 年 間

の ご み 処 理 の 方 向 性 を 定 め た 「 ご み 処 理 基 本 計 画 」 で 、 ご

み の 減 量 化 目 標 、 資 源 化 目 標 等 を 定 め て い る こ と か ら 、 こ

の 計 画 に 沿 っ て 、 当 事 務 組 合 を 構 成 す る ２ 市 と 適 切 な 役 割

分 担 を 図 り な が ら 、 着 実 に 各 種 の 施 策 が 実 施 さ れ る よ う 望

む も の で あ り ま す 。  

ま た 、 南 砺 リ サ イ ク ル セ ン タ ー に 搬 入 さ れ る 可 燃 ご み に

つ い て は 、 現 在 、 富 山 地 区 広 域 圏 事 務 組 合 と ク リ ー ン セ ン

タ ー と な み に そ の 処 理 を 委 託 し て お り ま す が 、 ク リ ー ン セ

ン タ ー と な み の 大 規 模 改 修 後 は 、 広 域 圏 内 の 全 て の 可 燃 ご
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み 処 理 が 行 わ れ る こ と か ら 、 今 後 も 事 業 の 円 滑 な 推 進 に 取

り 組 ま れ る よ う お 願 い い た し ま す 。  

以 上 、 一 般 会 計 に つ い て は 、 今 後 と も 、 費 用 対 効 果 を 考

慮 し つ つ 、 無 駄 を な く し 、 効 率 的 に 事 業 を 執 行 す る と と も

に 、 健 全 な 財 政 運 営 に 努 め ら れ る よ う 強 く 要 望 す る も の で

あ り ま す 。  

ま た 、 基 金 の 運 用 状 況 で あ り ま す が 、 平 成 ３ ０ 年 度 末 残

高 は 、 ８ 億 ３ ,５ ２ ８ 万 ６ 千 円 で 、 平 成 ３ ０ 年 度 中 に 、 構 成

市 へ の 返 還 金 と し て 、 １ ,８ ５ ０ 万 ６ 千 円 を 取 崩 し て お り ま

す 。  

今 後 も 、 砺 波 広 域 圏 の 活 性 化 に 繋 が る 事 業 に 基 金 を 有 効

活 用 さ れ る よ う 望 み ま す 。  

次 に 、 水 道 事 業 会 計 の 状 況 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

決 算 の 概 要 及 び 審 査 の 結 果 に つ き ま し て は 、 お 手 元 に 配

付 し て あ り ま す 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 書 の と お り で あ

り ま す 。  

業 務 に つ い て は 、 安 定 的 に 推 移 し て お り 、 供 給 水 量 は 、

日 基 準 水 量 の ２ ７ ， ０ ０ ０ ト ン を ３ ９ ９ ト ン 上 回 っ て お り

ま す 。  

ま た 、 経 営 面 で は 純 利 益 が ３ 千 ６ 百 万 円 余 り で あ り 、 そ

の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 を 加 え た 利 益 剰 余 金 は 、 資 本

金 へ の 組 入 れ や 減 債 積 立 金 と 建 設 改 良 積 立 金 に 積 み 立 て る

予 定 と さ れ て お り ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 度 末 の 現 金 ・ 預 金 及 び 有 価 証 券 の 残 高 は 、 １

０ 億 ３ 千 万 円 余 に 減 少 し て お り ま す が 、 こ の 資 金 に つ い て

は 、 中 長 期 計 画 に 基 づ く 設 備 更 新 事 業 等 の 財 源 と し て 有 効

に 活 用 さ れ た い 。  
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運 営 に つ い て は 、 引 き 続 き 施 設 の リ ス ク を 事 前 に 認 識 し 、

適 切 で 効 率 的 な 維 持 管 理 に よ り 、 低 廉 な 料 金 で 安 全 ・ 安 心

な 水 道 水 を 今 後 と も 安 定 的 に 供 給 さ れ る よ う 要 望 す る も の

で あ り ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  こ れ よ り 日 程 第 ４  一 般 質 問 、 質 疑 、 委

員 会 付 託 に つ い て に 入 り ま す 。  

  こ れ ら に つ き ま し て 通 告 は あ り ま せ ん で し た 。  

以 上 で 、 通 告 に よ る 質 問 並 び に 質 疑 を 終 わ り ま す 。  

こ の ほ か に 改 め て 質 疑 は ご ざ い ま せ ん か 。  

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  質 疑 な し と 認 め ま す 。 こ れ を も ち ま し て 、

一 般 質 問 並 び に 上 程 全 議 案 に 対 す る 質 疑 を 終 了 い た し ま し

た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  た だ い ま 議 題 と な っ て お り ま す 議 案 第 １

７ 号 か ら 議 案 第 ２ ０ 号 並 び に 認 定 第 １ 号 、 認 定 第 ２ 号 に つ

き ま し て は 、 お 手 元 に 配 付 し て あ り ま す 議 案 付 託 表 の と お

り 、 総 務 常 任 委 員 会 に 付 託 を い た し ま す 。  

  こ の 際 、 委 員 会 審 査 の た め 、 暫 時 休 憩 い た し ま す 。  

 

午 後 ２ 時 ５ ３ 分  休 憩  

 

午 後 ３ 時 ５ ０ 分  再 開  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  こ れ よ り 、 本 会 議 を 再 開 い た し ま す 。  

日 程 第 ５  議 案 第 １ ７ 号 か ら 議 案 第 ２ ０ 号 ま で 、 令 和 元
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年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 外 ３

件 、 並 び に 認 定 第 １ 号 及 び 認 定 第 ２ 号 、 平 成 ３ ０ 年 度 砺 波

広 域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 外 １ 件

に つ い て を 議 題 と い た し ま す 。  

以 上 の 案 件 に つ き ま し て は 、 総 務 常 任 委 員 会 に お い て 付

託 し て あ り ま す の で 、 そ の 審 査 結 果 に つ い て 総 務 常 任 委 員

長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

  総 務 常 任 委 員 長  山 本  善 郎  君 。  

   〔 総 務 常 任 委 員 長  山 本  善 郎  君  登 壇 〕     

 

○ 総 務 常 任 委 員 長 （ 山 本 君 ）  総 務 常 任 委 員 会 の 審 査 結 果 と

そ の 概 要 に つ い て 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

本 定 例 会 に お き ま し て 、 当 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 議 案

を 審 査 す る た め 、 本 日 、 午 後 ３ 時 ５ 分 か ら 夏 野 管 理 者 を 初

め 副 管 理 者 、 会 計 管 理 者 、 関 係 所 属 長 等 の 出 席 を 得 て 、 委

員 会 を 開 催 い た し ま し た 。  

  本 定 例 会 に お い て 、 総 務 常 任 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 案

件 は 、 議 案 第 １ ７ 号  令 和 元 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 一 般

会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 、 議 案 第 １ ８ 号  砺 波 圏 清 掃 セ ン

タ ー 廃 棄 物 の 適 正 処 分 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て 、

議 案 第 １ ９ 号  平 成 ３ ０ 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 水 道 事 業

会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金 の 処 分 に つ い て 、 議 案 第 ２ ０ 号  工

事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 、 認 定 第 １ 号  平 成 ３ ０ 年 度 砺

波 広 域 圏 事 務 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 、 認

定 第 ２ 号  平 成 ３ ０ 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 水 道 事 業 会 計

決 算 認 定 に つ い て 、 以 上 、 議 案 ４ 件 、 認 定 ２ 件 で あ り ま す 。  

当 局 か ら 議 案 の 詳 細 な 説 明 を 受 け 、 慎 重 に 審 査 い た し ま
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し た 。  

そ の 結 果 、 付 託 案 件 に つ き ま し て は 、 そ れ ぞ れ 原 案 の と

お り 可 決 、 認 定 す る こ と に 決 し た の で あ り ま す 。  

な お 、 質 疑 、 意 見 等 に つ い て は 、 十 分 に ご 了 承 の こ と と

存 じ ま す の で 、 省 略 さ せ て い た だ き ま す が 、 な お 本 委 員 会

会 議 録 を 書 面 と し て 作 成 し 、 保 存 す る こ と に い た し ま す 。  

以 上 、 総 務 常 任 委 員 長 の 報 告 と い た し ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  こ れ よ り 、 総 務 常 任 委 員 長 報 告 に 対 す る

質 疑 に 入 り ま す 。 質 疑 は ご ざ い ま せ ん か 。  

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

こ れ を も ち ま し て 、 質 疑 を 終 わ り ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  こ れ よ り 討 論 に 入 り ま す 。  

討 論 の 通 告 は あ り ま せ ん の で 、 討 論 な し と 認 め ま す 。  

以 上 で 、 討 論 を 終 結 い た し ま す 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  こ れ よ り 採 決 に 移 り ま す 。  

  ま ず 、 議 案 第 １ ７ 号  令 和 元 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 一

般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） を 採 決 い た し ま す 。  

  お 諮 り い た し ま す 。 以 上 、 議 案 第 １ ７ 号 に 対 す る 総 務 常

任 委 員 長 の 報 告 は 原 案 の と お り 可 決 で あ り ま す 。 総 務 常 任

委 員 長 報 告 の と お り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を 求 め

ま す 。  

〔 賛 成 者 起 立 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  起 立 全 員 で あ り ま す 。 よ っ て 、 議 案 第 １
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７ 号 に つ い て は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  続 き ま し て 、 議 案 第 １ ８ 号 砺 波 圏 清 掃 セ

ン タ ー 廃 棄 物 の 適 正 処 分 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

を 採 決 い た し ま す 。  

  お 諮 り い た し ま す 。 本 案 に 対 す る 総 務 常 任 委 員 長 の 報 告

は 原 案 の と お り 可 決 で あ り ま す 。 総 務 常 任 委 員 長 報 告 の と

お り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を 求 め ま す 。  

〔 賛 成 者 起 立 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  起 立 全 員 で あ り ま す 。 よ っ て 、 議 案 第 １

８ 号 に つ い て は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  続 き ま し て 、 議 案 第 １ ９ 号  平 成 ３ ０ 年

度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金 の 処

分 に つ い て を 採 決 い た し ま す 。  

お 諮 り い た し ま す 。 本 案 に 対 す る 総 務 常 任 委 員 長 の 報 告

は 原 案 の と お り 可 決 で あ り ま す 。 総 務 常 任 委 員 長 報 告 の と

お り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を 求 め ま す 。  

〔 賛 成 者 起 立 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  起 立 全 員 で あ り ま す 。 よ っ て 、 議 案 第 １

９ 号 に つ い て は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  続 き ま し て 、 議 案 第 ２ ０ 号  工 事 請 負 契

約 の 締 結 に つ い て を 採 決 い た し ま す 。  

お 諮 り い た し ま す 。 本 案 に 対 す る 総 務 常 任 委 員 長 の 報 告

は 原 案 の と お り 可 決 で あ り ま す 。 総 務 常 任 委 員 長 報 告 の と

お り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を 求 め ま す 。  
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〔 賛 成 者 起 立 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  起 立 全 員 で あ り ま す 。 よ っ て 、 議 案 第 ２

０ 号 に つ い て は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  続 き ま し て 、 認 定 第 １ 号 及 び 認 定 第 ２ 号

に つ い て 、 採 決 い た し ま す 。  

お 諮 り い た し ま す 。 認 定 第 １ 号  平 成 ３ ０ 年 度 砺 波 広 域

圏 事 務 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て 、 認 定 第 ２

号  平 成 ３ ０ 年 度 砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 水 道 事 業 会 計 決 算 認

定 に つ い て 、 以 上 、 認 定 ２ 件 に 対 す る 総 務 常 任 委 員 長 の 報

告 は 原 案 の と お り 認 定 で あ り ま す 。 総 務 常 任 委 員 長 報 告 の

と お り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を 求 め ま す 。  

〔 賛 成 者 起 立 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  起 立 全 員 で あ り ま す 。 よ っ て 認 定 第 １ 号

及 び 認 定 第 ２ 号 の 認 定 ２ 件 に つ き ま し て は 、 原 案 の と お り

認 定 さ れ ま し た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  次 に 、 日 程 第 ６  閉 会 中 の 継 続 審 査 に つ

い て を 議 題 と い た し ま す 。  

  議 会 運 営 委 員 長 及 び 総 務 常 任 委 員 長 か ら 会 議 規 則 第 ６ ９

条 の 規 定 に よ り 、 お 手 元 に 配 付 い た し ま し た 閉 会 中 の 継 続

審 査 申 出 一 覧 表 の と お り 、 閉 会 中 の 継 続 審 査 の 申 し 出 が あ

り ま し た 。  

  お 諮 り い た し ま す 。 議 会 運 営 委 員 長 及 び 総 務 常 任 委 員 長

か ら 申 し 出 の と お り 、 そ れ ぞ れ 調 査 が 終 了 す る ま で 、 こ れ

を 閉 会 中 の 継 続 審 査 と す る こ と に 、 ご 異 議 は ご ざ い ま せ ん

か 。  
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〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  ご 異 議 な し と 認 め ま す 。 よ っ て 、 議 会 運

営 委 員 長 及 び 総 務 常 任 委 員 長 の 申 し 出 の と お り 、 そ れ ぞ れ

調 査 が 終 了 す る ま で 、 こ れ を 閉 会 中 の 継 続 審 査 と す る こ と

に 決 し ま し た 。  

 

○ 議 長 （ 片 岸 君 ）  以 上 で 、 本 定 例 会 に 付 議 さ れ ま し た 全 議

案 を 議 了 い た し ま し た 。  

副 管 理 者 か ら 、 ご あ い さ つ が あ り ま す 。  

  副 管 理 者  田 中  幹 夫  君 。  

   〔 副 管 理 者  田 中  幹 夫  君  登 壇 〕  

 

○ 副 管 理 者 （ 田 中 君 ）  砺 波 広 域 圏 事 務 組 合 議 会 ８ 月 定 例 会

の 閉 会 に 当 た り ま し て 、 一 言 ご あ い さ つ を 申 し 上 げ ま す 。  

今 ほ ど は 、 本 定 例 会 に 提 出 を い た し ま し た 当 面 必 要 と な

っ て ま い り ま し た 諸 案 件 に つ き ま し て 、 議 員 各 位 に は 慎 重

に ご 審 議 を 賜 り 、 議 案 す べ て に つ い て 、 そ れ ぞ れ 可 決 ・ 認

定 を 賜 り 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

ま ず は 、 本 日 可 決 い た だ き ま し た ケ ー ブ ル テ レ ビ 光 ケ ー

ブ ル 化 緊 急 対 策 整 備 事 業 を 初 め 、 ク リ ー ン セ ン タ ー と な み

基 幹 的 設 備 改 良 事 業 等 を 着 実 に 進 め て い く こ と が 重 要 で あ

り ま す 。  

広 域 圏 事 業 は 、 ど れ を と っ て も 住 民 の 生 活 に 直 結 し て お

り 、 一 日 も 休 む こ と が で き な い 重 要 な も の ば か り で あ り ま

す 。  

今 後 と も 、 圏 域 住 民 の 安 全 ・ 安 心 の た め 、 ご み 処 理 、 水

道 、 急 患 セ ン タ ー の 運 営 な ど に つ い て 、 引 き 続 き 安 定 的 な




